
資料２－１

3次計画の
関係項目

担当省庁 取組の名称 取組の内容

「早寝早起き朝ごはん」国民
運動を含めた生活習慣づくり

・子供の基本的な生活習慣を育成し、生活リズムの向上を図るために、学校、家庭、地域、企
業、民間団体等の協力を得ながら「「早寝早起き朝ごはん」国民運動を推進することにより全国
的な普及啓発を実施。

家庭教育支援の充実

・家庭における食育や、食をきっかけにした生活体験の重要性を全ての保護者に理解いただくよ
う、地域における家庭教育支援の取組の中で保護者向けの学習機会を設けることを推進。
・全国の教育委員会やPTA、子育て支援団体における家庭教育に関する学習機会等での活用
を促すために、家庭教育に関するヒント集として「家庭教育支援手帳」をホームページに掲載し、
その中において「1日のスタートは朝食から。」などのテーマで、食育に関する内容を記載。

「健やか親子２１（第２次）」
の推進

・全ての子供が健やかに育つ社会の実現を目指し、「健やか親子21（第２次）」の普及啓発を実
施。ウェブサイトやSNSを用いた母子保健や健康づくりに関する情報発信及び母子保健事業取
組データベースの充実を図る。

平成27年度乳幼児栄養調査
結果の公表

・授乳・離乳の支援、乳幼児の食生活改善のための基礎資料を得ることを目的として、乳幼児栄
養調査を実施し、調査結果を公表。

内閣府
子供の未来応援基金による
支援

・「子供の未来応援国民運動」の一環として、個人や企業等国民から幅広く寄せられた寄付によ
る「子供の未来応援基金」について、貧困の状況にある子供たちに衣食住など生活の支援等を
行うＮＰＯ法人等の活動等を支援。

厚生労働省
子どもの生活・学習支援事
業

・放課後児童クラブ等の終了後に、ひとり親家庭の子どもに対し、悩み相談を行いつつ、基本的
な生活習慣の習得支援・学習支援、食事の提供等を行い、ひとり親家庭の子どもの生活向上を
図る自治体の取組を支援。

子供食堂と連携した地域に
おける食育の推進

・子供食堂と連携した地域における食育の推進に関する情報を提供。

地域における共食の場に
おける食育活動の支援

・地域の関係者が連携して取り組む、地域食文化の継承、和食給食の普及、共食機会の提供、
農林漁業体験機会の提供、地域で食育を推進するリーダーの育成等の食育活動を支援。
（29，30年度）

「食育月間」の実施
・「食育月間」実施要綱により、農林水産省をはじめ関係省庁が協力しつつ地方公共団体、関係
機関・団体に対しても参加を呼びかけ、地域や所属するコミュニティを通じた共食の機会の提供
を含め全国的な食育推進運動を展開。

「食育活動表彰」の実施
・国民運動として食育を推進していくため教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者、ボランティ
ア等の民間等の食育関係者に対象を拡大した「食育活動表彰」を実施、「多様な暮らしに対応し
た食育を推進する活動」を募集。

その他 文部科学省
学校施設環境改善交付金
（学校給食施設整備）

・学校給食の普及充実，及び安全な学校給食の実施を図るため，衛生管理の充実強化等に必
要な学校給食施設の整備に対する補助を行う。

農林水産省
食育推進
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「多様な暮らしに対応した食育の推進」関連施策(全体像）
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